
ＣＯ２ネットゼロ社会づくりへ向けた税制に関する状況等
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資料４



滋賀県我が国のいわゆる「環境関連税制」について

2

税制全体のグリーン化検討会(第１回令和2年7月17日開催、環境省所管)資料５より

⇒環境省では、エネルギー課税(産業部門関係)と車体課税(運輸部門関係)について検討されているが、
業務部門や家庭部門に係る税制(住宅・土地税制)の検討が十分でないように見受けられる。



滋賀県住宅・建築物における省エネ化の取組(建築物省エネ法の見直し)

3

※大手住宅事業者について、トップランナー基準への適合状況が不十分であるなど、省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認める場合、国土交通大臣の勧告・命令等の対象とする。

脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会(第１回令和3年4月19日開催、国交省所管)国交省説明資料より

⇒住宅も含めた省エネ基準適合義務の対象範囲の拡大等について議論が進んでいる。



滋賀県住宅の更なる省エネ・省CO2化に向けて

4令和３年度３省連携事業「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの推進に向けた取り組み」(経産省、国交省、環境省)パンフレットより



滋賀県認定長期優良住宅について

5脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会(第１回令和3年4月19日開催、国交省所管)国交省説明資料(参考資料１)より



滋賀県一般住宅・認定長期優良住宅(新築)に係る税制措置

6長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会(第１回令和3年6月29日開催、国交省所管)国交省説明資料(参考資料３)より



滋賀県既存住宅のリフォームに係る主な特例措置

7

長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会(第１回令和3年6月29日開催、国交省所管)国交省説明資料(参考資料３)より

→不動産取得税には、耐震改修を行った場合（≠省エネ改修）にのみ、一定の減額措置がある。



滋賀県京都府における再エネ義務化の取組
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建築主の義務
（導入・設置義務量）

建築士の義務

特定建築物
（2,000㎡以上）

再エネ利用設備の導入・設置義務※１

（延床面積により６万～45万MJ/年）

説明義務・説明内
容の保管義務※３

準特定建築物
（300㎡以上
2,000㎡未満）

再エネ利用設備の導入・設置義務※２

（３万MJ/年）

小規模
（10㎡以上
300㎡未満）

努力義務

※１ 特定建築物に係る導入・設置義務量は、令和４年３月31日まで３万MJ／年、令和４年４月１日から導入・設置義務量が
上記のとおりに引き上げられる。

※２ 準特定建築物に係る導入・設置義務は、令和４年４月１日施行。
※３ 京都府条例では、特定建築物および準特定建築物のみが保管義務の対象。

（＝京都市内を除く建築物については、小規模建築物は保管義務の対象外）

令和２年12月の京都府条例および京都市条例の改正により、
新築・増築の建築物への再生可能エネルギー利用設備の導入・設置義務が拡大・強化され、
建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備の導入・設置に関する説明義務が
設けられている。



滋賀県京都府における再エネ導入促進に係る税制上の支援措置
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①地域住民と協働して再エネ設備の導入を支援する団体（導入等支援団体）に対する、
府民税均等割と不動産取得税の課税免除

②再エネ設備と蓄電池等を同時に導入する中小企業等（自立的地域活用再エネ導入等計画の認定
事業者）に対する、法人・個人の事業税の減免（設備取得価額の１/３(上限：1,000万円)）

の税制優遇措置を講じている。

対象事業(1) 対象事業(2)

対象者
中小企業者（資本金の額１億円以下）、社会福祉法人、
学校法人、医療法人、個人事業者等

特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、
その他知事が定める団体

対象事業

再生可能エネルギー設備と効率的利用設備（蓄電池・
ＥＭＳ）を新設・増設し、 自己消費を目的 として発
電を行う事業
※自己消費を目的とするため、ＦＩＴによる全量売電
は認められない。

地域住民と協働し、再生可能エネルギー設備を新設・
増設し、得られたエネルギーを当該地域で利用する事
業

対象施設
再生可能エネルギー設備（太陽光発電等）及び効率的
利用設備（蓄電池・ＥＭＳ等）

再生可能エネルギー設備（太陽光発電設備は対象外）

支援制度 計画認定に基づく設備導入に際して、以下のいずれかの優遇を受けることができる。

税減免
計画認定に基づく設備導入に関する法人事業税・個人事業税の減免
・設備取得価額の１／３（上限1,000万円）
※計画認定期間：令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

補助金

計画認定に基づく設備導入に関する補助金の交付
・補助対象経費の１／３（上限400万円）
※再生可能エネルギー設備、蓄電池及びＥＭＳの３種を導入する場合は補助対象経費の１／２（上限400万円）
※補助金申請期間：令和３年５月６日から令和４年１月２８日まで

自立的地域活用再エネ導入等計画（上記②）に係る支援制度の詳細



滋賀県本県におけるスマートエコハウス普及促進事業補助金
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ポイント１
ＣＯ２ネットゼロ社会の実現に向けて、本県に限らず全国的に、住宅・建築物のさらなる省エネ対策
・再エネ対策が求められる状況下にあって、本県で独自に何らかの税制優遇に取組むべきか。
（備考）
①人口減少に伴う世帯減少局面への転換を見据えると、新築住宅が必要以上に増えることは望ましくない
のではないか。
②地方税である不動産取得税や固定資産税については、新築住宅をはじめ、既存の優遇税制が手厚く、
優遇する余地があまりないことから、既存税制も見直しつつ、省エネ・再エネの設備投資が進むような
税制のあり方を志向すべきではないか。（例えば、省エネ性能が高いものほど、税制上も優遇されるような
あり方など。）

ポイント２
県独自の取組としては、温対法の改正により新たに設けられた「促進区域」や、脱炭素化ロード
マップにおいて示された「脱炭素先行地域」など、面的なエリア指定と組み合わせる形で、一定の
設備投資等に対して、課税免除や不均一課税を実施することが考えられるか。
（備考）
課税免除や不均一課税を実施するにあたっては、交付税による減収補てん措置の創設を要望することも
考えられる。

ポイント３
次回以降御議論いただく、「地域公共交通を支えるための税制」にも関連してくるが、
運輸部門において、次世代自動車への転換や、地域公共交通への転換を促すための
税制のあり方として、地方から提言すべきことには、どのようなことがありうるか。

滋賀県議事(1)②で御議論いただきたいこと
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滋賀県(参考)本県における住宅ストックの量

１2

出典：住宅・土地統計調査（総務省）

平成30年（2018年）における住宅数（626,000戸）
は世帯数（544,700世帯）に対し約15%多くなって
おり、住宅ストックは量的に充足しています。

直近10年間（平成20年から平成30年）で世帯数
は約50,800世帯増（493,900世帯→544,700世
帯）に対して、住宅数は約58,400戸増（567,600
戸→626,000戸）と、世帯数の増以上の住宅数の
増加が継続しています。

国立社会保障・人口問題研究所によると、本県の
世帯数は令和12年(2030年)にピーク（555,000世
帯）となり、その後減少に転じる（2040年に
541,000世帯）見通しです。
出典：「日本の世帯数の将来推計」（2019年推計）社人研

持ち家の26.6%が昭和56年（1981年）より前に建
築されており、現行の耐震基準を満たしていない
可能性があります。

出典：住宅・土地統計調査（総務省）
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滋賀県（参考）産業部門における税制優遇措置（経産省の制度）

世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会(第１回令和3年2月17日開催、経産省所管)資料１より １3


